
№ 質疑 回答

1 現在の委託金額を教えて下さい。 72,388,058円（消費税、食材費込み）予定食数年間9,963食

2 仕様書１０の業務従事者について、調理責任者には資格等は必要ですか。

3
仕様書１０の業務従事者について、調理師を配置する日数及び時間帯に
指定はありますか。

4
仕様書１０の業務従事者について、調理師以外のものを調理責任者にする
ことは可能ですか。

5
仕様書１０の業務従事者について、調理師の代わりに栄養士を配置するこ
とは可能ですか。

企画提案として、栄養士の配置を提案することは可能です。

6
仕様書１０の業務従事者について、調理責任者や調理師は他事業所との
兼務は可能ですか。

可能です。

7
仕様書１０の業務従事者について、現在の配置人員（資格の有無、勤務時
間、勤務日数等）を教えて下さい。

従事者3名　調理師資格者2名
勤務時間①5:30～14:30、9:30～18:30　②5:30～9:30、5:30～13:00
③9:30～18:30、13:00～18:30
勤務日数は把握していません。

8
仕様書１１の業務従事者の健康管理について健康診断の項目に指定はあ
りますか。また、１０月から３月のノロウイルスの検便は月１回実施すれば
いいいですか。

健康診断は労働安全衛生規則44条に記載の項目を実施してください。ノロ
ウイルスの検便は月1回以上実施してください。。

9
仕様書１２の業務の従事制限について、インフルエンザやコロナに対して、
ノロやロタのような対応のルールを設定されていますか。

設定していません。

10

仕様書１３の業務従事者教育・研修について、
　（１）被虐待児やＤＶ被害者についての知識研修
　（２）調理技術向上研修
　（３）衛生管理・サービス改善等研修　の対象者の範囲はどこまででしょう
か。

配属者全員に実施してください。可能であれば緊急時に応援を予定する人
員にも実施してください。

11
仕様書１４の施設等の使用について、現業者が持ち込んでいる機器や器具
はありますか。

ありません。

12
仕様書１５の業務従事者の服装及び規律について、制服等のクリーニング
は洗濯業者によるものですか。その際業者の指定はありますか。また施設
で委託されている洗濯業者があれば教えて下さい。

クリーニング方法の指定はありません。また、施設の委託業者もありませ
ん。

13
仕様書１５の業務従事者の服装及び規律について、厨房スタッフ専用のト
イレはありますか。

厨房隣の多目的トイレを専用トイレにしています。

京都府家庭支援総合センター一時保護所調理等委託業務に係る「質疑と回答」

仕様書１０（３）に記載の指定以外の条件はありません。



14

仕様書１６の安全・安心な食事の提供について、ハラル食対応事例がある
との事ですが、ハラル認証団体によっては、調理機器や器具、さらには調
理室までをハラル専用に用意する必要があるとしていますがどのような対
応をされたのでしょうか。
　またアレルギー食の調理でコンタミ対応用のスペースや調理器具等は
用意されてますか。

ハラル、アレルギー食共に、専用スペースや調理器具等は用意していませ
ん。現状は除去食で対応しています。

15
仕様書１７の材料の管理及び確認について、食材料の産地の指定（国産・
輸入）等で指定や制限はありますか。

指定はありませんが、国産の使用に努めてください。

16
仕様書２２の緊急時の対応について、予備食の解凍や加熱で厨房を使用さ
れることはありますか。

使用しません。

17

仕様書２２の緊急時の対応について、緊急一時保護時の食事の提供の協
議は、受託者側は調理責任者が対応するのでしょうか。その際休暇等で不
在の場合はどのように対応すればいいでしょうか。また委託者側の対応者
は誰ですか。

受託者側の対応者の指定はありません。調理責任者以外の対応も可能で
す。
委託者は一時保護所の職員が対応します。

18
仕様書２５の代行保証について、代行保証先の事業者に規模や実績の有
無等の指定はありますか。

ありません。

19 行事食の献立例を教えて下さい。
〇クリスマス　ピラフ、フライドチキン、ナポリタン、コーンスープ
〇節分　巻き寿司・いなり寿司、いわしの梅煮、赤だし、福豆

20
業務分担表の業務分担区分で入所児童等の状況把握が受託者となってま
すが、どのような業務でしょうか。

現状は、委託者から書面もしくは口頭で状況を伝えています。一時保護所
の常勤職員と十分に連携し、きめ細かに把握するよう努めてください。

21
経費負担区分表に委任期間中の物価リスクは協議事項とされていますが、
人件費(最低賃金の上昇や、それに伴う人件費の見直し等)については協
議可能でしょうか。

原則として、協議はしません。受託期間中のベースアップや昇給も含めて価
格提案をしてください。

22
経費負担区分表に使い捨て食器が受託者側負担となっていますが、使用
実績を教えて下さい。

令和5年実績は、3人×5日×3食です。


